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１．研究の動機と内容

本研究は，交通事故の誘発要因として，交通主体相互の

過失相殺に注目し，その意識調査結果から事故の潜在的可

能性を示すことを目的とした．

土木工学の分野での交通事故研究は， 1970 年～ 1980 年

代を中心に主要ないくつかの研究成果が報告されているが，

近年はむしろ研究例も減少の傾向にある．これらの研究は，

交通条件や道路条件から，危険度及び事故率等を説明する

統計的分析が主であったが，その目的は，道路事業の立場

からの提案である．一方，これらの研究は，事故原因を人間の

誤信や過失に基ずくことを前提とするが，そもそも注意義務を

意識しない交通主体に対しては異なる観点からの調査研究が

必要である．

２．過失相殺について

2.1 過失相殺の根拠

民法第 722 条に基づく過失相殺とは，損害の発生や拡大

について被害者にも過失が認められる場合，加害者の支払う

べき損害賠償の額を減ずることを言うが，民事交通訴訟では

交通事故の類型別に過失相殺率の認定基準
1),2)
が示されてい

る．例えば図－1は，市街地交差点での歩行者と自動車の事

故例であるが，歩行者が赤信号，自動車が青信号での過失

割合は，歩行者に 60 の過失を認めることとされている．同様

に図－2は，自転車と自動車の事故であるが，この時自転車

の過失は 80 となる．

2.2 過失相殺の加算要素と減算要素

表－１に過失相殺の加算要素と減算要素を示す．例えば

交差点の周辺が図－１の様な住宅・商店街では歩行者の過

失は 10 減じられる．図中の歩行者の過失 60 は 10 減じら

れた値であり，減算前の基本値は 70 である．歩行者の「集

団横断」では過失は 5 ～ 10 減じられることがわかる．つ

まり「赤信号みんなで渡ればこわくない」は法的には正

しいのである．また図－２での自転車の2人乗りや制動装

置不良は著しい過失となり， 5 の過失が加わる．ここでは

それはないものと考える．これらの数値は，民事訴訟での

司法の判断基準となっている．

３．意識調査と分析結果

3.1 意識調査と設問形式

調査対象者の属性は，高校生 58 人，大学生 73 人，他 2

人計 133 人であり，内男性が 93%である．回答は，調査表で

図－1及び図－２を示し，表－２及び表－３の設問に答える形

式である．また表－２及び表－３の設問の直後に，表－４の質

問を行い，回答の立場の違いによる過失評価の違いを比較し

た．

図－1 歩行者と自動車の事故

図－2 自転車と自動車の事故

表－2 「図－1」回答の設問（択一）

(a)まあまあ妥当
(b)歩行者の過失 80，自動車の過失 20
(c)歩行者の過失 40，自動車の過失 60
(d)歩行者の過失（ ），自動車の過失（ ）

表－3 「図－2」回答の設問（択一）

(a)まあまあ妥当
(b)自転車の過失 100，自動車の過失 0
(c)自転車の過失 60，自動車の過失 40
(d)自転車の過失（ ），自動車の過失（ ）

表－4 回答の立場（歩行者と自動車）択一

この事故をあなたは主にどちらの立場で考え

ましたか．

(a)人（又は自転車） (b)自動車 (c)両方

青
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表－１ 横断歩行者の事故（直進車と歩行者，歩行者信号変更なし） 参考文献2)p387

車 赤 車 黄 車 青

基 本 歩青0 歩黄10② 歩赤20③ 歩赤50④ 歩赤70⑤

加算 夜間 ＊ ＊ ＊ +5 ＊

幹線道路 ＊ ＊ +5 +5 ＊

要素 直前直後横断・佇立 ＊ ＊ +5 +5 ＊

住宅・商店街 ＊ ＊ -10 -10 -10

児童・老人 ＊ -5 -5 -10 -10

減算 幼児・法71Ⅱ該当者 ＊ -5 -10 -20 -20

集団横断 ＊ -5 -5 -10 -10

要素 車の著しい過失 ＊ -5 -10 -10 -20

車の重過失 ＊ -10 -20 -20 -30

歩車道の区別なし ＊ ＊ -5 -10 -10

①「横断歩道上」とは，横断歩道及び横断歩道に接する車道部分（幅員の狭い歩道であれば，おおむね１～２ｍ以内）である．

②歩黄（歩行者信号の青点滅を含む）で横断開始・車赤で進入 ③歩赤で横断開始・車赤で進入

④歩赤で横断開始・車黄で進入 ⑤歩赤で横断開始・車青で進入，車に安産運転義務違反のあることを前提とする．

3.2 歩行者と自動車の事故

図－1に関する回答結果を図－３及び図－４に示す．縦軸

は回答比率(％)である．参考文献 1)，2)に示される標準的な

歩行者の過失は 60 であるが，自由回答では 100 ～ 0 までの

結果が得られた．

(1)全体の評価

歩行者の標準的過失 60 を妥当とした割合は 23.5 ％であ

った．従って 4 人中 3 人はこの過失を妥当としないことにな

る．最も多数の評価は過失 80 であった．全体では，歩行者

の過失をより小さく評価する割合が 23.5 ％，より大きく評価す

る割合が 53.0 ％であり，過半数が歩行者により大きな過失を
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図－３ 歩行者の過失評価 歩行者の過失
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図－４ 立場の違いによる歩行者の過失評価
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標準的過失

求めている．

設問では 3 つの過失割合を示したが，自由回答では 100

～ 0 までの 10 の過失割合が追加された．この範囲の大きさ

は，個人による歩行者の過失評価のバラツキの程度を示す．

歩行者に 100 の過失を求めた割合は 4.5 ％， 0 の過失とした

割合は 3.0 ％であり，割合として大ではないが，交通事故が

希な現象であることを考えると，このバラツキの大きさは事故発

生の背景を十分に説明する．

また回答肢の選択は，偶数（ 100，80，60 ・・）のそれが大

きいことは回答な特徴である．

(2)立場による評価の違い

各々の立場による回答の差異（有意性）は，有意水準 5%の

χ
2
乗分布検定で確認した．ここで歩行者の立場では，過失を

40 とする割合が最も多く，自動車の立場では 80 の割合が最

も大きい．回答者自身の過失をより小さくし，相手方の過失を

大とすることは予想されたことではあるが，その数値が示され

たことには意味があろう．また自動車の立場では歩行者の過

失を 100 とする割合が 10 ％あること，歩行者と自動車の各々

の立場で，歩行者の過失を 0 とする割合が各 4 ％あり，評価

の個人差を知ることが出来る．

3.3 自転車と自動車の事故

図－５及び図－６に回答結果を示す．

（１）全体の評価

全体の 53.4 ％が過失 80 を評価しており，標準的な過失の

評価は前問の 2 倍強である．しかし自転車に 100 の過失を要

求する割合は 13 ％あり，前問いの 4.5 ％の 3 倍である．また

100 ， 80 及び 60 の過失割合の評価が全体の 85.5 ％であり，

この３つの過失割合に集中する結果となった．一方自由回答

の過失割合は 100 ～ 0 の間で 11 分類となり，前問より 1 分

類増えた．いくつかの過失割合に集中する一方，個人差のば

らつきは歩行者のそれより大となり，自転車と自動車の事故発

生可能性を強く示唆する．

ここで過失 60 に対する評価が二番目に多いが，これは自

転車を歩行者と同様にみていることによる．昭和 30 年代より，

自転車は歩道上の通行を黙認されてきたが，これは結果とし
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て軽車両である自転車の交通遵守意識を著しく低下させるこ

ととなった．従来から歩道上での自転車の駐車対策が強く求

められてるが，約半世紀にわたる自転車利用の放任にこそ相

当の責任があり，利用者へのマナーの期待だけでは的外れ

であろう．

（２）立場による評価の違い

標準的過失 80 に対する評価は，自転車の立場と自動車の

立場でほぼ同数である．一方過失を 60 とするものが自転車

の立場では 31.8 ％あり，自動車の立場では過失を 100 とする

割合が 26 ％であった．これらの結果は，歩行者同様交差点

での自転車と自動車事故発生の可能性を強く示唆する．

４．まとめと課題

交通主体の過失相殺に注目した本研究では，注意義務

に関する交通主体の意識のばらつきが大きく，共通の規

範を持ち得ていないことが示された．特に信号交差点の

様な互いの注意義務が明確な交通状況下においてもこの

傾向は強い．また被験者が 20 代前後の男性（大学生と高

校生）であり，個人属性が限定されているにも関わらず

回答結果に相当のばらつきがあったことは，市民全体で

の過失評価ではさらに大きな評価のずれを示唆する．

道路管理の立場での交通事故対策は，道路事業の改善を

主題とするが，近年の事故例では，道路管理や交通管理の

領域を超える重大事故が顕著であり，むしろこれらの事故が

社会問題化している．歩道通行の自転車の危険性が社会問

題化した現在の状況は，半世紀の交通行政に課題があった

ことを振り返れば，事故対策としての啓蒙活動には相当の

時間を要する．ここでは 2 例についての調査分析を行ったが

他事例に関する分析も加え，効果的な啓蒙のための材料提

供としたい．

13

0.8 2.3

53.4

0.8 3.1

19.1

0.8
3.1 0.8 1.5 1.5

0

10

20

30

40

50

60

回
答
比
率

（
％

）

図－5 自転車の過失評価 自転車の過失
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図－６ 立場の違いによる自転車の過失評価
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